
６．厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類

以下（１）または（２）の直近分コピーを送付ください。 

（１）社会保険料の納入を口座振替されている場合

（２）社会保険料の納入を金融機関窓口で手続きされている場合

見本 

見本 

見本のため塗り潰しています

が、ご提出いただくものは住所

会社名を消さないでください 


